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監督処分に関するお知らせ 

 

 当社は、３月 23日付けで東京、名古屋、大阪、函館の各税関から監督処分を受けましたので、下記の

通りお知らせいたします。 

 お客様をはじめステークホルダーの皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申

し上げます。 

今回の処分を受けるに至った経緯は平成 29 年１月 11 日に開示した「行政処分に関するお知らせ」の

通りです。不適切な申告を行っていたことが、通関業法に抵触すると認められ今回の処分となりました。 

 一連の処分を厳粛に受け止め、今後このような事態を招くことがないよう、引き続きグループ一丸と

なりコンプライアンス体制の強化に努め、皆様からの信頼回復に向けて全力を尽くしていく所存です。 

 

記 

 

１． 処分の内容 

  通関業務の全部の停止 

   ・期 間：平成29年４月６日（木）から平成29年６月15日（木）まで（71日間） 

   ・範 囲：成田、東京（２箇所）、浜松、沼津、セントレア、関空、南港、千歳の 

        各通関営業所 （計９箇所） 

 

２．業績への影響等 

現段階での業績への影響については軽微です。 

処分期間中の通関業務は、当社グループ会社で引続き対応してまいります。 

尚、当社はAEO認定通関業者の認定を自主的に返上いたしました。 

 

３．役員報酬の自主返納について 

  不適切な申告に伴う一連の処分を厳粛に受け止め、経営責任を明確にするため関係役員の月例報酬 

  の一部自主返納を決定いたしました。 

 

以 上 

 


